
   

議案第１５号 

 

岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 

岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

平成３１年２月２２日提出 

 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 

 

 

 



   

岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

 

岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例（平成元年岩

倉市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第３条の次に次の２条を加える。 

（利用時間） 

第３条の２ センターの利用時間は、午前９時から午後９時３０分までと

する。ただし、岩倉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に

必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第３条の３ センターの休館日は、１月１日から１月３日まで及び１２月

２９日から１２月３１日までとする。ただし、教育委員会が特に必要が

あると認めるときは、臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。 

第５条第１項中「岩倉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を

「教育委員会」に改める。 

第９条第１項中「第７条及び第８条」を「前２条」に改める。 

第１０条中「第５条第１項の許可を受けた者」を「利用者」に改める。 

 第１７条第１項中「第５条から第９条まで及び第１１条の規定の適用に

ついては、これらの規定中」を「第３条の２ただし書中「岩倉市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）が特に必要があると認めるときは」とあ

るのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、岩倉市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の承認を受けて」と、第３条の３ただし書

中「教育委員会が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理

者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて」と、第

５条から第９条まで及び第１１条中」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


